
令和２年度から

工事用作業車，医療防疫車等工事用作業車，医療防疫車等
の道路占用申請は不要となります。

今まで工事用作業車（クレーン車，バックホウ等）や医療防疫車を市道に

設置する際には，道路占用許可を必要としていましたが，令和２年４月１日

以降に設置するものについては，占用許可を不要とします。

しかし，道路の維持管理上，設置の有無を把握する必要があることから，

工事用作業車の設置については，届出書を提出していただいた後，警察への

道路使用許可の申請をしていただくことになります。

土木管理課へ

市で受付印を押した
届出書（1部）を持参

※その他注意事項

（１）今後もアウトリガー使用不備による道路の破損や汚損が発生してしまった場

合は，道路管理者の指示の下で復旧していただくことになります。

（２）平和通買物公園（宮下通から８条通７～８丁目まで）にはロードヒーティン

グが埋設されている箇所が多数あるため，アウトリガーや車両の乗り入れにより

故障するおそれがあります。車両の乗り入れには養生を心がけてください。また，

重量のある作業車を乗り入れる必要がある場合には，事前に土木管理課に御相談

ください。万が一破損や故障が発生した場合は，道路管理者の指示の下で，原因

者により補修や修理をしていただくことになります。

（３）歩行者等の安全対策等は今までの占用申請時と同様の対策をしていただくこ

とになります。

（４）特殊な事情がある場合などには，道路占用許可を必要とすることがあります

ので，事前に御相談してください。

＜御不明な点などありましたら次の連絡先までお問い合わせください。＞

（担当）旭川市土木部土木管理課道路占用係 TEL：２５－５３７５

現在，占用申請を必要とする工事用作業

車（クレーン，バックホウ等）

届出書（2部）の提出

・位置図

・平面図（交通安全対策図）

・車検証等のコピー等

・献血，健康診断などによる医療防疫車

・送水管耐圧性能試験車

（消防法第17条3の3に基づくもの）

所轄警察において道路使用許可の申請・取得

作業開始

土木管理課への提出書類は

必要ありません。

買物公園，銀座商店街に

設置する場合，各団体へ

届出書をFAX

図面は1部




